
 
 

■  仮使用認定申請フロー（増築等の工事における既存部分） 

関連条文 法第７条の６、令第 13 条 

施行年月日 平成 27 年４月１日 

改訂年月日 令和 ８年４月１日 

窓口：監察指導課 

申 請 者 
福 岡 市 

（監察指導課） 

建築主事 

（建築審査課） 
消 防 局 

     

※１ 確認申請書を指定確認検査機関に提出している場合を除き、必要に応じて相互で調整する。 

※２ 既存部分の仮使用については、工事内容により取り扱いが異なるため、詳細な工事計画を作成する

こと。 

事 前 協 議 
事 前 協 議 

事 前 協 議 

仮 使 用 認 定 
要 否 の 判 定 

受 付 
消 防 照 会 

仮使用認定申請書 

確 認 申 請 書 

決 裁 

仮使用認定通知書 
交 付 

仮使用認定通知書 
受 理 

工 事 完 了 
以下は通常の完了届の

フローによる。 

審 査 

確 認 済 証 受 理 

工 事 着 手 
仮 使 用 開 始 

受 理 

受 理 
審 査 審査 

受 付 

消 防 送 付 

審 査 

不要の場合は通常の 

確認申請・完了届フローと同じ 

確 認 済 証 交 付 

回 答 

原則、仮使用認定申請は 

確認申請と同時に行う。 

※２ 

要 

工事仮設等の検査 

※１ 

同 意 

計 画 図 書 


